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福岡県立光陵高等学校 同窓会会則 

改正沿革 昭和 5 8 年 2 月 2 8 日制定 
 平成 9 年 1 月 5 日一部改正 
 平成 1 2 年 8 月 2 7 日一部改正 
 平成 2 4 年 8 月 1 9 日一部改正 
 平成 2 7 年 8 月 9 日一部改正 
 平成２９年 １２月２２日一部改正 
 令和２年  ８月２２日一部改正 
 令和５年  ８月 5 日一部改正 

 

第一章 名称及び事務局 

第１条 本会は福岡県立光陵高等学校同窓会と称し、愛称を「光陵会」とする。 

第２条 本会は事務局を福岡県立光陵高等学校内に置く。 

第二章 目的 

第３条 本会は、会員相互の連絡と親睦を図り、母校の振興と発展に寄与することを目的とする。 

第三章 事業 

第４条 本会は、第 3 条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

一 名簿の発行、ホームページ等による情報発信、および会員相互の振興と発展に寄与

する各種事業 

二 母校の振興と発展に寄与する事業 

三 その他本会の目的達成に必要な事業 

四 支部、および同期会、部活動ＯＢ会等への助成事業 

第四章 支部 

第 ５条 

一 本会は、本会と協調し、母校の振興と発展に寄与する事を目的とする支部を設置す

ることが出来る。 

二 支部の規約は、別に定める。 

第五章 会員 

第６条 会員は正会員または特別会員とする。 

一 正会員は母校の卒業生 

二 特別会員は本校職員及び元本校職員 

第六章 顧問 

第 7 条 母校校長は顧問とする。顧問は、理事会若しくは役員会に出席して意見を述べることが

できる。 
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第七章 役員 

第８条 本会に次の役員を置く。 

一 会長  二 副会長 

三 常任理事  四 理事（第１０条に定める） 

五 事務局長  六 監事 

七 事務局次長  八 会計 

第９条 会長及び副会長は理事会において選出する。 

第 10 条 常任理事・事務局長・監事は、役員会で選考、理事会で検討の上、総会の承認を得

るものとする。 

第 11 条 理事は次により選出し、理事会の承認を得る。 

一 年度理事・・・・・・各年度から年度理事を選出する。 

二 校内理事・・・・・・同窓の学校職員全員 

第 12 条  事務局次長及び会計は、校内理事から互選し、理事会の承認を得て会長が任命する。 

第 13 条  役員の任期は 2 年とする。但し、再任を妨げない。 

第 14 条  役員の任務は次のとおりである。 

一 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 

二 副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合及び会長に事故あるときは、その責務を

遂行する。 

三 常任理事は、会務の重要事項について検討及び決議する。 

四 理事は、役員会で先議された事項、その他会長が特に必要と認めた事柄についての

決議に参加- (委任状出席を含む)する。 

五 事務局長は、役員会・理事会の招集連絡やその他同窓会関係の事務全般を行う。 

六 事務次長は、事務局長を補佐する。 

七 会計は、金品の出納事務を司る。会計事務を処理し、理事会時には必ずその経過を  

報告する。 

八 監事は本会の財産状況を監査し、理事会において監査結果を報告する。 

第 15 条 役員が次に該当するに至ったときは、全役員にその旨を通達の上、出席した役員(委任

状出席を含む)の過半数の議決によってこれを解任することができる。 

一 会則に著しく違反したとき 

二 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき 

三 職務上の義務に著しく違反したとき 

四 その他本会の役員として不適当であると思われる重大な理由があるとき 

第 16 条 理事の辞任は、以下の一つに該当する場合にのみ後継理事を選出後辞任することがで

きる。 
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一 遠隔地への移転などにより、理事会への出席が困難とされる場合 

二 疾病などにより、理事としての職務を遂行することが困難とされる場合 

第八章 会議 

第 17 条 本会に次の会議を置く。 

一 総会 二 役員会 三 理事会 

第 18 条 総会は、本会の最高議決機関であり、会員全体をもって構成する。 

一 本会は毎年 1 回会長の招集によって定時総会を開催し、次に掲げる事項を議決する。 

但し、会長が必要と認めたときには臨時に開催することができる。 

 (1) 収支予算及び会費の拠出 

 (2) 収支決算の承認 

 (3) 役員会構成員の選出 

 (4) 会則の改正 

 (5) その他必要と認める事項 

二 臨時理事会は次の場合に開催する。 

 (1) 会長が必要と認めた時 

 (2) 役員会が必要と認めた時 

三 総会の議決は、出席者の過半数で決定する。 

四 災害、感染症対策、その他、役員会が特段の事情と認める場合(総会の実施が困難な

場合)には、総会に代わり、理事会の決定を総会の決議とみなすことができる。 

尚、各議案は、各理事へ書面を送付し、承認を得るものとする。 

第 19 条 役員会は次の役員により構成する。 

一 会長 二 副会長 三 常任理事 

四 事務局長 五 事務局次長 六 会計 

２ 役員会は理事会から委嘱された事項を審議・執行する。 

第 20 条 理事会は役員により構成し、定時理事会と臨時理事会に分ける。 

２ 本会は毎年 1 回定時理事会を開催し、総会での議案を議決する。 

３ 臨時理事会は次の場合に開催する。 

一 会長が必要と認めた時 

二 役員会が必要と認めた時 

４ 理事会の議決は出席役員の過半数をもって決する。 

第九章 会計および監査 

第 21 条 本会の経費は会員の入会金、寄付金およびその他の収入をもってあてる。 

一 会費は母校卒業時に終身会費として納入する。 
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二 本会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 3 1 日に終わる。 

三 資産のうち現金預金は確実かつ安全な方法により保管する。 

第 22 条 本会は、計処理が正確かつ適切に処理されているか、会計年度終了後に必ず、監事によ

り会計監査を受けなければならない。 

一 監事は、通帳、領収書等は必ず現物を確認し、監査を行う。 

二 不明確な収支に関しては必ず役員会、理事会に報告する。 

第十章 会則の改正 

第 23 条 本会の会則の変更は、総会において承認を得なければならない。 

附則 

第１条 本会の運営に必要な細則は、別に定める。 

第２条 役職を兼任する場合は、役員会および理事会で了承が必要である。 

但し、会長は会計を兼任してはならない。 

第３条 毎回の議事録は会長に提出し、確認を得る。 

第４条 事務局員の業務内容は以下のとおりとする。 

一 事務局長の補佐。(通常会計業務、総会等) 

二 出納簿の作成、出入金の代行作業。(事務局長から依頼された場合のみ) 

三 役員会、理事会の招集連絡。  

四 会計監査準備・補佐。 

五 学校振興費・事業基金等の出入金の出納提出依頼。 

六 その他本会が依頼した業務。 

第５条 会計監査において、繰越金については、必ず前年度の残額を通帳など現物資料から確認す

る。 

第６条 原則、領収書なきものは同窓会経費として認めない。 

慶弔規定 

第１条 正会員本人の死亡後 6 か月以内に通知があったときは、弔電および香典 3 , 000 円を贈っ

て弔意を表す。 

第２条 前条の他、本会として特別に慶弔の必要が生じたときは、役員会に於いて協議のうえ決定

する。 


